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※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出

するとともに、公表することに努めるものとする。 



３．事業の実施状況 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【NO.1】 

 在宅医療推進事業費 

【総事業費】 
4,856 千円

事業の対象となる区域 全区域（賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士、静岡、志太榛

原、中東遠、西部） 

事業の実施主体 郡市医師会 

事業の期間 平成 27 年 11 月１日～平成 28 年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 今後見込まれる在宅医療の需要増大に対応するために、

訪問診療を実施する診療所数を確保する必要がある。 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

アウトカム指標：平成 29 年度目標 

・訪問診療を受けた患者数（人口千人あたり）43.9 人 

・在宅死亡者数（率）23.6％ 

事業の内容（当初計画）  郡市医師会に、「在宅医療推進員」を設置し、診療所の訪

問診療への参入の促進を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・訪問診療を実施する診療所等 901 箇所（Ｈ37） 

 

アウトプット指標（達成

値） 

・訪問診療を実施する診療所等 576 箇所（Ｈ28 年 3月） 

 

 事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
 郡市医師会に「在宅医療推進員」を設置し、訪問診療へ

の新たな参入を促進することは、在宅医療体制の推進に有

効的である。 
（２）事業の効率性 
 訪問診療未参入の診療所等に対して、直接的に参入促進

を行うことができる、郡市医師会に「在宅医療推進員」を

設置することで効率的に参入を促進することができる。 
その他  

 

 

 

 

 



３．事業の実施状況 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【NO. 2】 

地域包括ケアシステム広域モデル推進事業費 

【総事業費】 
1,005 千円

事業の対象となる区域 賀茂圏域（１市５町） 

事業の実施主体 静岡県 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月 

□継続 ／ ☑終了 

賀茂地域の１市５町は人口規模が小さく、専門職が少ない

ことや、医療・介護事業所など社会資源が偏在しているこ

とから、市町が相互に補完しあい、圏域全体で必要なサー

ビスが提供される体制づくりを検討していく必要がある。 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

アウトカム指標： 

賀茂圏域（１市５町）における地域包括ケアシステムの

構築に向け、在宅医療介護連携や認知症施策事業等につい

て、圏域内の作業部会を通じ、地域支援事業の早期実施を

図る（H29、30⇒H28）。 

事業の内容（当初計画） （１）地域包括ケアシステム構築に向けた広域モデルの検討 

  ・中山間地の先進事例の収集 

  ・工程・進め方の研究 

（２）市町における推進員養成のための作業部会の開催 

  ・各市町の実情に応じて、広域モデルを作成 

  ・地域支援事業推進の工程作成 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

賀茂圏域（１市５町）における地域包括ケアシステムの

構築に向け、広域モデル作成や圏域内の作業部会を通じて、

新たな地域支援事業の早期実施を図る（H29、30⇒H28）。 

アウトプット指標（達成

値） 

賀茂圏域の１市５町が協議会を設置し、在宅医療・介護連

携推進事業を、平成 28 年度から共同実施することとした。

事業の有効性・効率性  （１）事業の有効性 
・賀茂圏域の１市５町が協議会の設置及び、在宅医療・介
護連携推進事業について、平成 28 年度からの事業の共同
実施の検討を行った。人口規模が小さく専門職や医療等
の社会資源が少ない圏域内の市町が相互に補完しあい、
早期かつ効果的に圏域全体で必要なサービスを提供する
体制づくりを進めることとなり、有効であった。 

（２）事業の効率性 
・県の主導により広域連携による事業の検討を効率的に実
施することができた。 

・各市町にあっては、単独で在宅医療・介護連携推進事業
を実施する場合と比べ、共同実施により費用や事務量が
軽減でき、効率的な事業実施が可能となった。 

その他  

 


